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【発行登録書の内容】 

【これまでの募集実績】 

(発行予定額を記載した場合) 

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算

出しております。 

(発行残高の上限を記載した場合) 

【表紙】   
【発行登録追補書類番号】 30－関東１－１ 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成30年12月７日 

【会社名】 戸田建設株式会社 

【英訳名】 TODA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  今 井 雅 則 

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号 

【電話番号】 (03)3535-1367 

【事務連絡者氏名】 執行役員(財務担当)  山 嵜 俊 博 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号 

【電話番号】 (03)3535-1367 

【事務連絡者氏名】 執行役員(財務担当)  山 嵜 俊 博 

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債 

【今回の募集金額】 5,000百万円 
 

提出日 平成30年２月23日 

効力発生日 平成30年３月４日 

有効期限 平成32年３月３日 

発行登録番号 30－関東１ 

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000百万円 
 

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円) 

― ― ― ― ― 

実績合計額(円) 
なし 
(なし) 

減額総額(円) なし 
 

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 50,000百万円   

    (50,000百万円)   

    
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下

段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき

算出しております。 
 

該当事項はありません。 
 

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円 
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。 
 



 

【縦覧に供する場所】 戸田建設株式会社 千葉支店 

 (千葉市中央区新千葉一丁目４番３号) 

戸田建設株式会社 関東支店 

 (さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号) 

戸田建設株式会社 横浜支店 

 (横浜市中区本町四丁目43番地) 

戸田建設株式会社 大阪支店 

 (大阪市西区西本町一丁目13番47号) 

戸田建設株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市東区泉一丁目22番22号) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 
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第一部 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】 

 

銘柄 戸田建設株式会社第４回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 

記名・無記名の別 ― 

券面総額又は振替社債の総額(円) 金5,000百万円 

各社債の金額(円) 金100万円 

発行価額の総額(円) 金5,000百万円 

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円 

利率(％) 年0.25％ 

利払日 毎年６月21日および12月21日 

利息支払の方法 

１．利息支払の方法および期限 

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべ

き日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成

31年６月21日を第１回の支払期日としてその日までの分

を支払い、その後毎年６月21日および12月21日の２回に

各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に

満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割で

これを計算する。 

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その

支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 

２．利息の支払場所 

別記(注)13．「元利金の支払」記載のとおり。 

償還期限 平成35年12月21日 

償還の方法 

１．償還金額 

各社債の金額100円につき金100円 

２．償還の方法および期限 

(1) 本社債の元金は、平成35年12月21日にその総額を償還す

る。 

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀

行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機

関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつで

もこれを行うことができる。 

３．償還元金の支払場所 

別記(注)13．「元利金の支払」記載のとおり。 

募集の方法 一般募集 

申込証拠金(円) 
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振

替充当する。申込証拠金に利息はつけない。 

申込期間 平成30年12月10日から平成30年12月20日まで 

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 

払込期日 平成30年12月21日 
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振替機関 
株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

担保 
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた

めに特に留保されている資産はない。 

財務上の特約(担保提供制限) 

１．当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限

り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後

発行する他の社債のために担保付社債信託法にもとづき当

社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合は、同法

にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなけ

ればならない。 

２．本欄第１項にもとづき設定した担保権が本社債を担保する

に十分でないときは、当社は本社債のために担保付社債信

託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定す

るものとする。 

財務上の特約(その他の条項) 

１．担保付社債への切換 

当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため

に社債管理者が適当と認める担保権を、担保付社債信託法

にもとづき設定することができる。 

２．担保権設定の手続 

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または本欄

第１項により本社債のために担保権を設定する場合は、当

社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、そ

の旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告

するものとする。 

３．特定資産の留保 

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の所有

する特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以

外の債務の担保に供しない旨を約することができる。こ

の場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結

するものとする。 

(2) 本項第(1)号の場合、当社は社債管理者と次の①ないし⑥

についても特約するものとする。 

① 当社は、留保資産のうえに、本社債の社債権者の利益

を害すべき抵当権、質権その他の権利もしくはその設

定の予約、または本社債の担保とすることを妨げる約

束が一切存在しないことを保証すること。 

② 当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なく、留

保資産を他に譲渡または貸与しないこと。 

③ 当社は、原因のいかんにかかわらず、留保資産を害す

るおそれのある場合は、ただちに書面をもって社債管

理者に通知し、その指示にしたがうこと。 

④ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認

め請求したときは、社債管理者の指定する資産をただ

ちに留保資産に追加すること。 

⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむをえな

い事情がある場合は、社債管理者の事前の書面による

承諾を得て、留保資産の一部を留保資産から除外し、

または留保資産の一部もしくは全部を他の資産と交換

することができること。 

⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認

め請求したときは、ただちに担保付社債信託法にもと

づき、本社債の担保として当社の総財産のうち社債管

理者が指定する物件のうえに担保権を設定し、社債管

理者は、本社債の社債権者のためにこれを取得するこ

と。 

(3) 本項第(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のため

同号の目的を達成するために必要と認められる措置をと

ることを当社に請求することができる。 
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(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)からＡ－(シングルＡマ

イナス)の信用格付を平成30年12月７日付で取得している。 

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり

に履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流

動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する

ものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時

性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正

確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す

ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりす

ることがある。  

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。 

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何

らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 

Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471 

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと

し、社債等振替法第67条第１項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。 

ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求

できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無

記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その

分割または併合は行わない。 

３．担保提供制限にかかる特約の解除 

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄もしくは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第１項によ

り本社債のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定した場合、または別記「財務上の特約(その他

の条項)」欄第３項により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したと

きは、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄および本(注)６．第(2)号は適用しない。 

４．期限の利益喪失に関する特約 

(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が、本社債のために、担

保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認

したときは、本(注)４．第(1)号②は適用しない。 

① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背し、７日を経過してもその履行がなされないと

き。 

② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項の規定に違背したとき。 

③ 当社が、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第２項、本(注)５．、本(注)６．、本(注)７．第(2)

号および本(注)10．の規定または条件に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正を

しないとき。 

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする

ことができないとき。 

⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の者の社債または社

債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その

履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこ

の限りではない。 

⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の

場合を除く。)の決議をしたとき。 

⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令

を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。 

⑧ 当社の事業経営に不可欠な財産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行もしくは競売の申立が

あったとき、もしくは滞納処分としての差押えがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を

著しく害する事実が生じ、かつ、社債管理者が本社債の社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当

であると認めたとき。 

(2) 本(注)４．第(1)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨

を本(注)10．に定める方法により公告する。 
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５．社債管理者に対する定期報告 

(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454

条第５項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会

社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。 

(2) 当社は、金融商品取引法にもとづき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書および

その添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者

がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。 

６．社債管理者に対する通知 

(1) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債

原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。 

(2) 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保提

供しようとする場合は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担保物その他

必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。 

(3) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。 

① 当社の事業経営に不可欠な財産を譲渡し、または貸与しようとするとき。 

② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。 

③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。 

④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。 

７．社債管理者の調査権限 

(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところにしたがい、その権限を行使し、または義務を履行

するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経

理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。 

(2) 本(注)７．第(1)号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査

を行うときは、当社は、これに協力するものとする。 

８．債権者の異議手続における社債管理者の権限 

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、

社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。 

９．社債管理者の辞任 

社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある

場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することが

できる。 

10．公告の方法 

本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所

定の電子公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告

に加えて東京都および大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、事故その他のや

むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならび

に東京都および大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあると

きは、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、

社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各１種以上の新聞

紙にもこれを掲載する。 

11．社債権者集会 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間

前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)10．に定める方法によ

り公告する。 

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の

10分の１以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本

(注)２．ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したう

え、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して

社債権者集会の招集を請求することができる。 

(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会

は、一つの集会として開催される。本(注)11．第(1)号ないし第(3)号の規定は、本(注)11．第(4)号の社

債権者集会について準用する。 

12．発行代理人および支払代理人 

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人

業務は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行においてこれを取り扱う。 

13．元利金の支払 

本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則

にしたがって支払われる。 
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】 

(1) 【社債の引受け】 

  

(2) 【社債管理の委託】 

  

３ 【新規発行による手取金の使途】 

(1) 【新規発行による手取金の額】 

  

(2) 【手取金の使途】 

上記の差引手取概算額4,958百万円については、全額を平成33年３月末までに再生可能エネルギーに関するグリー

ンボンドプロジェクトである浮体式洋上風力発電施設(五島市沖洋上風力発電事業)の建設のための設備投資資金に

充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、銀行預金口座で一時的に管理する方針です。 

  

 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受金額 
(百万円) 

引受けの条件 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 2,750 

１．引受人は本社債の

全額につき、共同

して買取引受を行

う。 

  
２．本社債の引受手数

料は各社債の金額

100円につき金50銭

とする。 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,250 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,000 

計 ― 5,000 ― 
 

社債管理者の名称 住所 委託の条件 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 
東京都千代田区丸の内二丁目７番１
号 

１．社債管理者は、本社債の管理を

受託する。 

  
２．本社債の管理手数料について

は、社債管理者に、期中におい

て年間各社債の金額100円につ

き金２銭を支払うこととする。 
 

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円) 

5,000 42 4,958 
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第２ 【売出要項】 

該当事項はありません。 

  

【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

グリーンボンドとしての適格性について 

当社は、本社債についてグリーンボンドの発行のために国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則(Green 

Bond Principles)2018」(注１)に即したグリーンボンドフレームワークを策定し、第三者評価機関であるサステイナ

リティクスよりセカンドパーティオピニオンを取得しております。本社債の手取金の使途である浮体式洋上風力発電

施設の建設は、平成27年９月に国際連合が制定した「持続可能な開発目標」(SDGs)のうち、明確な環境利益をもたら

すグリーンプロジェクトである再生可能エネルギーのカテゴリーと合致します。 

また、株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ)による「Ｒ＆Ｉグリーンボンドアセスメント」の最上位評価である

「ＧＡ１」の評価を取得しております。 

なお、本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業

(注２)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるサステイナリティクスおよびＲ＆Ｉは一般社団法人グ

リーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。 

(注１)グリーンボンド原則(Green Bond Principles)とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体

であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されてい

るグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。 

(注２)グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボン

ドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要す

る費用を補助する事業。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェク

トに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものです。 

(1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること 

① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等) 

 ・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの 

② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業 

(2) グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの

間に外部レビュー機関により確認されること 

(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと 

  

 

・低炭素化効果 国内のCO₂削減量１トン当たりの補助金額が一定以下であるもの 

・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事

業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等 
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五島市沖洋上風力発電事業について 

当社は、長崎県五島市崎山沖に浮体式洋上風力発電施設の建設を予定しており、以下は実施想定エリアを示してい

ます。 

 

  

設置計画案における風力発電機の数と出力 

  

グリーンボンドフレームワークについて 

当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める４つの要件(調達資金の使途、プロジェク

トの評価及び選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しまし

た。 

１．調達資金の使途 

グリーンボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすプロジェクトに充当される予定です。 

適格クライテリア 

再生可能エネルギー: 五島市沖洋上風力発電事業(長崎県五島市崎山沖)における浮体式洋上風力発電施設の

建設に関連する支出。関連する支出とは風力発電機、浮体、送電網への接続を指します。 

  
２．プロジェクトの評価及び選定プロセス 

プロジェクト選定における適格・除外クライテリアの適用 

グリーンボンドによる調達資金の充当対象として選定したプロジェクトと適格クライテリアとの適合性及び

下記の環境リスク低減プロセスの順守については、当社のエネルギー事業部が確認します。プロジェクト選定

における最終承認は取締役会が行います。 

 

風力発電機の数(基) 
発電所出力 

(kW) 
出力 

2,000kW級 
(HWT2.1-80A) 

出力 
5,200kW級 

(HWT5.2-127) 
合計 

8 1 9 21,000 
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環境面に係る目標 

当社では３つの環境方針を事業活動に取り入れるため、８つの環境活動である１)環境マネジメントシステ

ム、２)建設及び一般廃棄物の削減、３)有害物質のリスク管理、４)温室効果ガス発生抑制、５)生物多様性へ

の対応、６)グリーン調達の推進、７)環境技術に関する研究、開発、プロジェクトの推進と実施、８)環境的配

慮の推進、に重点を置いています。  

さらに当社にはCO₂排出量を減らし環境目標を実現するための４つのメカニズムとして１)CO₂排出量を最小

化した建設方式の採用によって建設プロセスからのCO₂排出量を減らす、２)自社オフィスからのCO₂排出量を

減らす、３)当社所有施設からのCO₂排出量を減らす、４)従業員がCO₂削減に取り組む、があります。 

環境リスク、社会的リスク低減のためのプロセス 

当社は環境リスクを低減するために以下の２つのプロセスを実施しました。 

(1) 本グリーンボンドの調達資金を使用して建設される浮体式洋上風力発電施設の風力発電機と浮体は、平

成22年度から平成27年度まで行われた環境省の浮体式洋上風力発電実証事業で実証研究が行われたもの

と同じタイプ(風力発電機はダウンウィンド型、浮体はハイブリッドスパー型)です。環境省のこのプロ

ジェクトでは、風力発電施設の技術的条件とともに五島市椛島沖の風力発電施設建設による環境への影

響も調査され、環境への負の影響の可能性は限定的であるとの結論が出されました。当社は環境省のこ

のプロジェクトに共同事業実施者の代表等として参加しました。 

(2) 風力発電施設は日本の環境影響評価法に定められている環境影響評価の手続きに従います。出力

10,000kW以上の風力発電機の建設には、重大な環境影響を防ぎ、持続可能な社会を推進するために環境

影響評価手続きを実施することが義務付けられています。当社は五島市沖洋上風力発電事業について平

成28年９月より環境影響評価(EIA)の手続きに着手し、各種調査や有識者へのヒアリングなどを実施して

きました。平成29年８月に方法書に係る経済産業大臣勧告、平成30年４月に準備書に係る経済産業大臣

勧告を受領した後、平成30年７月に環境影響の調査や予測・評価についての結果を示した環境影響評価

書を作成し、平成30年８月に経済産業省より評価書の変更を要しない旨の通知(確定通知)を受領、これ

を受けた評価書の公告縦覧手続きを行い終了しました。 

  
３．調達資金の管理 

グリーンボンドで調達された資金の充当と管理は当社の財務部が行います。当社財務部にて、適格プロジェク

トの予算と実際の支出を四半期単位で追跡管理する内部管理システムを用意します。調達資金の充当が決定され

るまでの間は、当社が資金と等しい額を銀行預金に一時的に預入します。グリーンボンドの元本と金利の支払い

は当社の運転資金から行われ、支払額が適格プロジェクトの実績に直接的に左右されることはありません。当社

では、グリーンボンドで調達された資金の大半は発行から３年以内に支出されると予想しています。 

  
４．レポーティング 

資金充当状況レポーティング 

当社は、適格クライテリアに適合するプロジェクトに調達資金の全額が充当されるまでの間、プロジェクト

について(追加プロジェクトの説明も含む)、機密性を考慮しつつ毎年レポートを行うことを約束します。プロ

ジェクトへの毎年の充当額とプロジェクトの説明は当社ウェブサイトで毎年公表され、また毎年発行のCSRレポ

ートにも記載します。さらに当社は、当社の財務担当役員(CFO)から調達資金の全額が充当されるまでの間、毎

年、グリーンボンドの調達資金が適格プロジェクトに充当されていることを確認する旨のレターを受領する予

定です。 

インパクト・レポーティング 

当社は充当状況のレポーティングに加え、グリーンボンドの償還までの間、適格プロジェクトに関連する以

下の指標につきレポートする予定です。 

・建設した風力発電機の数と風力発電機の出力 

・データが入手可能な場合は適格プロジェクトによるカーボンオフセットの量 
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コンプライアンス・レビュー 

当社は、本グリーンボンドによる調達資金が充当されたプロジェクトが当社のグリーンボンドフレームワークに適

合しているかを評価するためのレビュー契約をサステイナリティクスと締結します。このレビューは、当社のグリー

ンボンドによる調達資金の全額が充当されるまで毎年行う予定です。サステイナリティクスはレビューについてのレ

ポートを作成し、当社はこれを当社ウェブサイト上で公表します。毎年のレビューによって、当社のグリーンボンド

フレームワークに適合していない活動への資金充当があったとされた場合、当社は該当する金額を当社のグリーンボ

ンドフレームワークに適合する別の活動に充当します。 

  
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】 

該当事項はありません。 
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第二部 【公開買付けに関する情報】 

該当事項はありません。 

  

第三部 【参照情報】 

第１ 【参照書類】 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。 

  
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度 第95期(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)平成30年６月29日関東財務局長に提出 

  
２ 【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第96期第１四半期(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)平成30年８月10日関東財務局長に提

出 

  
３ 【四半期報告書又は半期報告書】 

事業年度 第96期第２四半期(自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日)平成30年11月９日関東財務局長に提

出 

  
４ 【臨時報告書】 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成30年12月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第

４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成30年６月29

日に関東財務局長に提出 

  
第２ 【参照書類の補完情報】 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成30年12月７日)

までの間において生じた変更その他の事由はありません。 

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日

(平成30年12月７日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 

なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいて

おり、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。 
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 

戸田建設株式会社 本店 

 (東京都中央区京橋一丁目７番１号) 

 戸田建設株式会社 千葉支店 

 (千葉市中央区新千葉一丁目４番３号) 

 戸田建設株式会社 関東支店 

 (さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号) 

 戸田建設株式会社 横浜支店 

 (横浜市中区本町四丁目43番地) 

 戸田建設株式会社 大阪支店 

 (大阪市西区西本町一丁目13番47号) 

 戸田建設株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市東区泉一丁目22番22号) 

 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  
第四部 【保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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会社名 戸田建設株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長 今井 雅則

１ 当社では１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。

（参考）

（平成27年11月30日の上場時価総額）

（平成28年11月30日の上場時価総額）

（平成29年11月30日の上場時価総額）

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

240,379百万円

東京証券取引所

における最終価格
発行済株式総数

698円 × 322,656,796株 ＝ 225,214百万円

東京証券取引所

における最終価格
発行済株式総数

641円 × 322,656,796株 ＝ 206,823百万円

東京証券取引所

における最終価格
発行済株式総数

896円 × 322,656,796株 ＝ 289,100百万円
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 
１【事業内容の概要】 

当社グループは、当社、子会社25社及び関連会社15社（平成30年９月30日現在）で構成され、国内建築事業、国内

土木事業、投資開発事業、国内グループ会社が行う事業、新領域事業及び海外事業を主な事業とし、その他各事業に

付帯関連するＰＦＩ事業等を展開しております。 

当社グループが営んでいる主な事業内容、主な関係会社の当該事業に係る位置づけ及びセグメント情報との関連は

次のとおりであります。 

 

（国内建築事業） 当社が国内における建築工事の施工等を行っております。 

（国内土木事業） 当社が国内における土木工事の施工等を行っております。 

（投資開発事業） 当社グループが国内における不動産の自主開発・売買・賃貸等を行っております。当社は連

結子会社に対して、土地・建物の賃貸を行うことがあります。 

（国内グループ会社事業） 当社の国内連結子会社が国内において行っている事業であり、㈱アペックエンジニアリング

が建築設備工事の施工を、千代田建工㈱が建設資材納入等を、戸田道路㈱が土木工事の施工

を行っており、当社は工事及び資材納入等の一部をこれらのグループ会社に発注しておりま

す。 

また、戸田ビルパートナーズ㈱がビル管理業及び不動産の売買・賃貸・仲介を行っており、

その一部を当社が発注しております。 

その他、戸田ファイナンス㈱が当社およびグループ数社に対して資金貸付等を、戸田スタッ

フサービス㈱が人材派遣業を、東和観光開発㈱がホテル業を営んでおります。 

（新領域事業） 当社及び子会社である五島フローティングウィンドパワー(同)・オフショアウィンドファーム

コンストラクション(同)が浮体式洋上風力発電事業を行っております。当社は工事の一部を子

会社から受注しております。 

（海外事業） 当社及び子会社であるブラジル戸田建設㈱他が海外地域において建築・土木工事の施工を、

アメリカ戸田建設㈱が海外地域において不動産の賃貸を行っております。 

（その他の事業） 子会社である㈱千葉フィールズパートナーズ他がＰＦＩ事業の事業主体となっております。 
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２【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等  

回次 第 91 期 第 92 期 第 93 期 第 94 期 第 95 期 

決算年月 平成 26 年３月 平成 27 年３月 平成 28 年３月 平成 29 年３月 平成 30 年３月 

売上高 （百万円） 448,987 420,324 492,621 422,722 429,026 

経常利益 （百万円） 6,584 14,813 23,723 27,197 33,037 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
（百万円） 10,228 14,026 20,039 42,091 25,455 

包括利益 （百万円） 16,874 46,192 △3,381 52,073 29,652 

純資産額 （百万円） 141,880 182,988 177,417 226,895 249,394 

総資産額 （百万円） 473,510 495,442 548,711 536,582 558,312 

１株当たり純資産額 （円） 443.32 587.83 569.92 729.35 803.43 

１株当たり当期純利益金額 （円） 32.87 45.42 65.25 137.07 82.71 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 29.1 36.4 31.9 41.7 44.1 

自己資本利益率 （％） 7.82 8.79 11.27 21.10 10.83 

株価収益率 （倍） 10.31 11.16 8.34 4.89 9.32 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 12,171 △947 △8,863 58,874 19,331 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 11,441 1,982 △6,099 △9,797 △7,812 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △10,248 △4,576 11,148 △12,608 △2,015 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
（百万円） 62,061 59,245 54,650 90,986 100,526 

従業員数 （人） 4,912 4,817 4,742 4,872 4,994 

〔ほか、平均臨時雇用人員〕 〔514〕 〔521〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 従業員数は就業人員数を表示しております。なお連結の臨時従業員（嘱託、パートタイマー）の総数が

従業員の 100 分の 10 以上となったため、平成 26 年３月期及び平成 27 年３月期の臨時従業員数について

〔 〕内に年間の平均人員数を外数で記載しております。 

４ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を第 96

期の期首から適用しており、第 95 期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用

した後の指標等となっております。 
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(2)提出会社の経営指標等 

回次 第 91 期 第 92 期 第 93 期 第 94 期 第 95 期 

決算年月 平成 26 年３月 平成 27 年３月 平成 28 年３月 平成 29 年３月 平成 30 年３月 

売上高 （百万円） 409,513 383,829 463,476 399,578 400,325 

経常利益 （百万円） 6,270 13,147 22,312 25,361 31,275 

当期純利益 （百万円） 9,235 12,639 18,867 41,100 24,424 

資本金 （百万円） 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 

発行済株式総数 （千株） 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 

純資産額 （百万円） 129,251 169,100 166,276 212,780 233,508 

総資産額 （百万円） 442,449 463,933 519,653 502,868 521,218 

１株当たり純資産額 （円） 415.37 550.57 541.45 692.95 761.65 

１株当たり配当額 （円） 5.00 7.00 10.00 15.00 20.00 

（１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 29.68 40.93 61.44 133.84 79.36 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 29.2 36.4 32.0 42.3 44.8 

自己資本利益率 （％） 7.53 8.45 11.25 21.69 10.95 

株価収益率 （倍） 11.42 12.39 8.85 5.01 9.71 

配当性向 （％） 16.85 17.10 16.28 11.21 25.20 

従業員数 （人） 3,918 3,861 3,823 3,968 4,016 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を第 96

期の期首から適用しており、第 95 期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用し

た後の指標等となっております。 
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